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 号  外  

   目      次  
    
   規  則 

 ○富山県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める 

  規則                                   １ 

   公営企業管理規程 

 ○富山県電気事業保安規程の一部を改正する管理規程              ２ 
 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

規      則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 

 富山県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める 

規則を次のように定め、公布する。 

  平成28年２月29日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県規則第３号 

   富山県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期 

   日を定める規則 

 富山県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（平成27年富山県条 

例第67号）の施行期日は、平成28年３月１日とする。 

                             （企・電気課）  

 

 

 

 

 

 

毎週月.水.金曜日発行 
平成28年２月29日 

月 曜 日 
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∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

管  理  規  程 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県電気事業保安規程の一部を改正する管理規程を次のように定め、公表する。 

  平成28年２月29日 

                       富山県公営企業管理者  

                          荒  木     勝 

富山県公営企業管理規程第１号 

   富山県電気事業保安規程の一部を改正する管理規程 

 富山県電気事業保安規程（昭和61年富山県公営企業管理規程第５号）の一部を次 

のように改正する。 

別図を次のように改める。 
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別図（第４条関係） 

  保安に関する組織 

 
 公営企業管理者 
 
 

企 業 局 
 
 

経営管理課 
 
 

水道課 
 
 

電気課 
電気主任技術者 
統     括 
ダム水路主任技術者 
統       括 

 
発電所建設チーム 
電気主任技術者 
ダム水路主任技術者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 電 制 御 所  
管理課 
運転課 
 

 
発 電 管 理 所  

管理課 
施設第一課 
施設第二課 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

小矢部川支所  
 
 

 
 

 
新大長谷第一発電所 
 
 
大 長 谷 第 二 発 電 所 
ダム水路主任技術者 

 
大 長 谷 第 三 発 電 所 
ダム水路主任技術者 

 
大 長 谷 第 四 発 電 所 
 
 
大 長 谷 第 五 発 電 所 
 
 
仁 歩 発 電 所 
ダム水路主任技術者 

 
室 牧 発 電 所 
ダム水路主任技術者 

 
八 尾 発 電 所 
ダム水路主任技術者 

 
若 土 発 電 所 
ダム水路主任技術者 

 
庄 東 第 一 発 電 所 
 
 
庄 東 第 二 発 電 所 
ダム水路主任技術者 

 
上 市 川 第 一 発 電 所 
ダム水路主任技術者 

 
上 市 川 第 二 発 電 所 
ダム水路主任技術者 

 
上 市 川 第 三 発 電 所 
 
小矢部川第一発電所 
ダム水路主任技術者 

 
小矢部川第二発電所 
ダム水路主任技術者 

 
仁右ヱ門用水発電所  
庄   発   電   所  
小   戸  発  電  所  
富山新港太陽光発電所  

 (注)  は保安関係組織を示す。 
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   附 則 

 この管理規程は、平成28年３月１日から施行する。 

                             （企・電気課）  
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